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令和８年度働く人の健康づくり推進サポート事業業務委託仕様書 

 

1 業務名 

働く人の健康づくり推進サポート事業 
 

2 業務の背景・目的 

県では、誰もが生涯を通じて健康で自分らしく心豊かに暮らすことで、健康寿命を男女

ともに日本一にすることを目指し、令和６年３月に「なら健康長寿基本計画（第２期）」

を策定、推進している。この目標を達成するため、特に運動不足、肥満、食事の偏りが課

題となる働き盛り世代に対しては、個人の健康づくりだけでなく、環境づくりとして健康

に働き続けることができる職場づくりを推進することが求められている。 
このような状況を踏まえて、本業務では、働き盛り世代への健康づくりの推進のため令

和７年度に取組支援を行った３事業所に対し、ヘルスケアサポート支援を行うこと、ま

た、同業種・地域への取組の推進のため、取組事例集の作成により、業種・地域への取組

普及、働き盛り世代に対する生活習慣病の発症予防及び重症化予防に取り組むこととす

る。 

3 契約期間 

契約締結の日から令和 9 年 3 月 24 日（水）まで 
 

4 業務内容 

本業務では、働き盛り世代への健康づくりの推進のため、次の業務を行うものとする。 

（1）個別事業所を対象としたヘルスケアサポート支援 

受託者は、令和７年度に取組支援を行った３事業所に対し、２年目の取組支援として、

効果的・効率的な保健事業の実践及び評価等により職場の健康づくりを推進するため、次

の業務を行うものとする。なお、３事業所と令和７年度の支援結果概要は下記のとおりで

ある。 
事業所名 １ ２ ３ 
所在地 御所市 生駒市 磯城郡田原本町 

業種 
ニット・スポーツウ

エア製造販売 葬祭業 製造業 

従業員数 ８０人台 １０人台 ５０人台 
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３事業所の主な健康課題と支援結果概要（事業所ごとに取組状況は異なる） 
事業所名 A 事業所 

主な健康課題 

●健診結果から抽出した課題 
・喫煙者の割合が高い 
・運動習慣者の割合が低い 
・貧血の有所見者割合が高い（女性特有の課題） 

健康セミナーの 
実施テーマ 

・喫煙対策、禁煙支援 
・運動習慣の改善・腰痛予防 

事業所の 
取組テーマ 

●健康課題テーマ 
・従業員の生産性低下防止・事故発生予防（肩こり・腰

痛等の筋骨格系の症状や、睡眠不足の改善） 
●テーマ設定理由 
・同じ姿勢の業務が続くことでの肩こりや腰痛・頭痛な

どが改善されることにより、従業員のパフォーマンスが

維持・向上される。また、従業員の健康リテラシー向上

により自発的に生活習慣が改善される状態を目指す。 

目標 
（あるべき姿） 

・従業員が自発的に健康維持・増進に向けて意識を持

ち、運動を社内で実施することでリスクを減少させる。

喫煙所が整備され受動喫煙の心配がなくなる。 
健康経営優良法人

の重点対応項目 
・健康宣言の作成と公表、推進体制の確立、受動喫煙防

止・禁煙支援、体操導入による運動機会確保 
 
 

事業所名 B 事業所 

主な健康課題 
●健診結果から抽出した課題 
・健診の有所見割合が高い（脂質、肝機能） 
・高齢従業員が多い特徴がある。 

健康セミナーの 
実施テーマ 

・運動習慣の改善・食事（脂質改善・フレイル予防） 

事業所の 
取組テーマ 

●健康課題テーマ 
・従業員の生産性低下防止・事故発生予防（肩こり・腰

痛等の筋骨格系の症状や、睡眠不足の改善） 
●テーマ設定理由 
・従業員の高齢化が課題となる中、予防的な観点から健

康経営に取り組むことで健康状態の維持・増進を図り、

発揮できるパフォーマンスを維持する。今後の企業内環

境整備や採用力向上につなげる足がかりとする。 

目標 
（あるべき姿） 

・身体の痛みに悩まされずイキイキと業務に取り組め

る。健診判定が悪い人が適切に受診・治療できている。

従業員が健康状態の改善に取り組めている。 
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健康経営優良法人

の重点対応項目 
・健康宣言の作成と公表、推進体制の確立、受診勧奨・

特定保健指導の実施、運動・食事施策の導入 
 
事業所名 C 事業所 

主な健康課題 

●健診結果から抽出した課題 
・健診の有所見割合が高い（血圧、肝機能） 
・男性の喫煙率が高い 
・睡眠で十分に休養がとれている割合が低い 
・メンタルヘルス 

健康セミナーの 
実施テーマ 

・管理職セミナー 
・禁煙、運動 

事業所の 
取組テーマ 

●健康課題テーマ 
・メンタルヘルス不調等のストレス関連疾患の発生予

防・早期発見・対応（職場環境の改善等） 
●テーマ設定理由 
・従業員のエンゲージメントが低下することで企業の業

績悪化や離職率の増加につながる可能性がある。取り組

むことで、人材不足による遺失金額が減り、稼ぐ力を増

進させることができる。職場環境が良くなることで求職

者へ自社の魅力として発信することも可能になる。 

目標 
（あるべき姿） 

・心理的・身体的安全性が保証され、承認欲求が満たさ

れ、従業員満足度が向上した状態。生産性の高い活動が

できている。 
健康経営優良法人

の重点対応項目 
・ストレスチェックの実施、フィードバック面談体制の

整備 
 

① 個別事業所へのヘルスケアサポート支援の実施 

受託者は、上記の事業所を対象に、次のとおり実践サポート支援を実施する。 

実施内容 

ア 令和７年度からの取組の現状と課題の共有 
・実地又はオンラインでのヒアリング 

イ 健康経営優良法人申請への助言・指導 

ウ ア、イの結果を踏まえた取組の内容決定に係る支援 
エ ア～ウの結果を踏まえた取組の実行支援 
オ 取組の評価・共有 
（支援例） 
 ・事業所全体で取り組むための、社内での合意形成を図るた

めの資料の作成や説明の実施 
・ナッジ理論を活用し、行動変容が期待できる取組の提案 
・健康経営優良法人申請への助言・指導 
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・次年度以降、事業所が自立的に活動を継続できるように

するための基盤整備 
※初回のヒアリングは現地での対面実施、その他必要に応じ 
て現地又はオンラインでのヒアリングを実施すること。 

実施者 

産業保健、健康経営等の実施運営について詳しい者が実施する

こと。また、必要に応じて有識者の知見を得ること。 
※上記ア～オについては、2 名以上で実施すること。 
※県が必要と判断した際には、県（県保健所含む）が同席する。 

その他 
特記事項 

・令和７年度の支援結果は、県から資料共有する。 
・県の同席有無にかかわらず、ヒアリングや事業所の会議参

画等の支援を実施した場合は、速やかに概要と次回以降の

課題や方向性を報告すること。 

② 実践サポート支援結果報告書の作成 

受託者は、上記経過や支援の結果を踏まえ、取組を評価した内容を事業所ごとにまと

め、中間及び最終の支援結果報告書を作成し、県及び当該事業所に提出する。 
なお、報告書には以下の項目を含めることとし、その他同業種や関係団体に対して効

果的な報告書を作成するために必要な事項は県と協議の上決定する。 
 

〔中間報告内容〕事業開始から１０月末までの支援結果を報告すること。 
ア 事業開始時の現状及び課題等 
イ 取組の経過 
ウ 支援の中で作成した資料や資材等 

 
〔最終報告内容〕 

ア 事業開始時の現状及び課題等 
イ 令和８年度の取組の経過 
ウ 事業完了時における取組実践の評価と今後の方向性等 
エ 他の事業所と共有できる事項 
オ 支援の中で作成した資料や資材等 

（2）取組事例集の作成 

受託者は、同業種や関係団体に健康づくりの取組の普及を目的に上記（１）で支援    
した個別事業所の取組支援をまとめた事例集を事業所ごとに作成する。なお、作成に当

たっては、以下の項目を含めることとし、その他波及に効果的な事例集を作成するため
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に必要な事項は、県と協議の上、決定する。 

内容 

ア 事業所の概要（会社概要） 
イ 健康づくりに取り組むきっかけ 
ウ 事業所の健康課題 
エ 取組の内容及び経過 
オ 取組の成果と今後の方向性 
カ 事業所としての思い、担当者の感想等 

仕様 

サイズ等：A4 フルカラー 
数量：１事業所当たり 4 頁以内（取組事例） 
構成：表紙、目次、事業所ごとの取組事例、奥付、裏表紙 
校正：３回程度 
納品：PDF によるデータ納品 

その他 
特記事項 

・令和７、８年度の取組経過も踏まえた内容にすること 
・写真やイラスト、図、グラフを取り入れる等、他の事業所

が興味や関心をひくようレイアウトや文面を工夫すること 
・事業所の承諾を得た内容とすること 
・必要な事項は適宜、県と協議の上、決定すること 

 

5 スケジュール 

本業務に係るスケジュールは、概ね別紙１及び下記のとおりとし、詳細は県と協議の上

決定する。 
 

 個別事業所を対象としたヘルスケアサポート支援 

 
 取組事例集の作成 

 

内容 時期 
健康づくりの取組について現状把握や課題の共有、健康経営

優良法人認定取得のための支援、実践フォロー等 
令和８年６～１２月 

取組の評価 令和９年１～２月 

内容 時期 
取材・ヒアリング 令和８年６～１１月末 
初稿 令和８年１２月 
校正３回 令和８年１２月～令和

９年２月 
最終案、完成 令和９年３月 
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6 委託業務実施体制の整備 

  受託者は、本事業委託を円滑に遂行できる事業推進体制を整備するとともに、業務の遂

行に必要な指導監督を行う統括責任者を明らかにした実施体制表（組織図等）を作成し、

契約後１週間以内に提出すること。 
なお、統括責任者は管理職の者とする。また、統括責任者の交替は原則認めない。 

ただし、やむを得ない事情の際は県に報告し、了解を得ること。交替する人員についても

管理職の者とする。 

7 成果品 

受託者は、成果品、事業に係る収支決算の状況等を記載した事業実績報告書を作成し、

紙媒体及び加工可能な形式での電子データを県へ提出する。なお、下記の成果品について

は、紙媒体で５部提出し、媒体（ハードディスク等）は受託者が準備すること。 

 

8 著作権 

① 受託者は、本事業の成果品及び作成中の書類等に関する全ての著作権を、県に譲渡す

るものとする。 
② 県は、本事業の成果品の改変を行うことができるものとし、受託者は、本業務の成果

品に関する著作者人格権を行使しないものとする。 
③ 受託者は、本事業の成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から

本業務の成果品に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負う

ものとする。 

9 経理処理 

 経理処理に当たっては、次の点に留意すること。 

項目 No. 名称 報告期限 

個別事業所を対象

としたヘルスケア

サポート支援 

１ 

・中間支援結果報告書 
（業務内容（１）②実践サポート支援結

果報告書の作成） 
・支援の中で作成した資料、資材等 

令和８年 
１１月１３日（金） 

２ 

・最終支援結果報告書 
（業務内容（１）②実践サポート支援結

果報告書の作成） 
・支援の中で作成した資料、資材等 

令和９年 
３月２４日（水） 

３ 事業実績報告書（収支決算状況等） 
令和９年 
３月２４日（水） 

取組事例集の作成 ４ 
取組事例集 
（業務内容（２）の取組事例集の作成） 

令和９年 
３月２４日（水） 
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（１）本事業に係る経理処理について、他の経理と明確に区分した会計帳簿を備えるととも

に、収入額及び支出額を記載し、経費の使途を明らかにすること。 
（２）経理に当たっては、その支出の内容を証する書類を整備し、会計帳簿とともに、事業

の完了した日の属する会計年度の終了後 5 年間、県の要求があったときは、いつで

も閲覧に供することができるよう保存すること。 
 

10 経費負担 

 契約の締結、業務の履行に関して必要な費用は、全て受託者の負担とする。 
 

11 その他の留意事項 

（１） 本業務を円滑に遂行するために、定期的に打合せを実施し、業務の進捗状況を適

宜県に報告する等、連絡調整を十分に図ること。 
なお、受託者は、打合せの都度、その内容を議事録に記録し、県に提出するこ

と。 
（２）業務の遂行に当たっては、関係法令及び適用基準等を遵守しなければならない。 
   なお、別紙「公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用）」を遵守するこ

と。 
（３）受託者は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、本業務の遂行上知り得た秘密

（個人情報を含む。）を他に漏らしてはならない。また、契約終了後においても同

様とする。 
（４）本業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。業

務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ書面に

より奈良県の承諾を得なければならない。その場合において、受託者は第三者の行

為について全ての責任を負うものとする。 
（５）県は、業務実施の過程において本仕様書の変更の必要が生じた場合は、受託者に協

議を申し出る場合がある。この場合、受託者は委託料の範囲内において仕様書の変

更に応じること。 
（６）その他、本仕様書に定めのない事項又は不測の事態への対応については、双方協議

の上、県において決定する。 
（７）業務完了後、受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見されたとき

は、県が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行うものとし、これに要す

る経費は受託者の負担とする。 
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〈別紙 1〉 
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〈別紙 2〉 

 
 公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用） 
 
 
 本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 
 
１ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚

し、本業務を適正に履行すること。 
 
２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 
ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法

第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、

同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第 11 条

に規定する賃金をいう。）の支払を行うこと。 
イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継

続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 
ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用

される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 
エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による

届出を行うこと。 
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行

うこと。 
 
３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他

の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守

事項を周知し、遵守するよう指導すること。 
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別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 
第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）その他関係法令等に基づき、本個

人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守し、 個人の権利利益を侵害する

ことのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 
（責任体制の整備） 
第２ 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持

しなければならない。 
（作業責任者の届出） 
第３ 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、作業責任者について

は、あらかじめ、書面（参考様式１）により甲に報告しなければならない 。 
２ 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に、書面（参考様式２）により甲に報告しなけ

ればならない。 
３ 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければ

ならない。 
４ 乙は、作業責任者及び作業従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事

務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこ

と、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個

人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 
（教育の実施） 
第４ 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業

従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修

を、作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。 
（取得の制限） 
第５ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を

達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 
（秘密の保持） 
第６ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この

契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 
（再委託） 
第７ 乙は、この契約による事務を第三者（乙の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号） 
第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）へ委託（以下「再委託」という。） 
してはならない。 

２ 乙は、この契約による事務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の

名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委

託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方

法を明確にした上で、あらかじめ、書面（参考様式３）により再委託する旨を甲に申請
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し、書面（参考様式４）によりその承認を得なければならない。 
３ 前項の場合、乙は、再委託先に、甲が乙に求める個人情報等に関する安全管理措置と同等

の措置を講じさせ、特記事項に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再

委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 
４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につい

て具体的に規定しなければならない。 
５ 乙は、再委託先に対してこの契約による事務を委託した場合は、その履行状況を管理・監

督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければ

ならない。 
６ 第１項から前項までの規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 
（派遣労働者等の利用時の措置） 
第８ 乙は、この契約による事務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密

保持義務等、個人情報等の取扱いに関する事項を明記し、この契約に基づく一切の義務を

遵守させなければならない。 
２ 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせ

る場合は、正社員以外の労働者に特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならな

い。 
３ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 
（漏えい、滅失及び毀損の防止） 
第９ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損（以下

「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じ

なければならない。 
（目的外利用・提供の禁止）  
第 10 乙は、この契約による事務において利用する個人情報について、この契約による事務

の目的以外の目的で利用してはならない。また、乙は、甲が指示した場合を除き、この契

約による事務において利用する個人情報を無断で第三者に提供してはならない。 
（複写又は複製の禁止） 
第 11 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録され

た資料等を甲の承諾なしに 複写し、又は複製してはならない。 
（受渡し） 
第 12 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行

った上で、甲に個人情報を預ったことを証する書面（参考様式５）を提出しなければなら

ない。 
（資料等の返還等） 
第 13 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが取得

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に

返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が当該情報の消去又は廃棄その他の指示を

したときは、当該指示に従うものとする。 
２ 前項ただし書の場合において、甲から立会いを求められたときは、乙は、これに応じな

ければならない。 



12 

３ 乙は、この契約による事務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該

情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とする

のに必要な措置を講じなければならない。 
４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去及び廃棄を行った日時、担当者名並び

に消去及び廃棄の内容を記録し、写真等を付した消去及び廃棄を証する書面（参考様式

６）により甲に対して報告しなければならない。 
（監査及び調査） 
第 14 甲は、この契約による事務に係る個人情報の取扱いについて、特記事項の規定に基づ

き必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対し

て、実地の監査又は調査等を行うことができる。 
２ 甲は、前項の目的を達するため、乙及び再委託先に対して必要な情報を求め、又はこの

契約による事務の処理に関して必要な指示をすることができる。 
（取扱状況についての指示等） 
第 15 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対し

て、必要な指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合に

おいて、乙は、拒んではならない。 
（事故発生時における報告等） 
第 16 乙は、この契約による事務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生したとき又はこの

契約に違反する事態が生じ、若しくは生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに、

甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 
２ 甲は、この契約による事務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に

応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 
（契約解除） 
第 17 甲は、乙が特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合は、特記

事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 
２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできないものとする。 
（損害賠償） 
第 18 乙の故意又は過失により、乙が、特記事項又は法令に違反し、又は特記事項又は法令

に定める義務を怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対し

て、その損害を賠償しなければならない。 
注１ 「甲」は「奈良県知事」を、「乙」は「受託者」をいう。 
２ 本契約に同様の規定がある場合であっても、原則としてこの個人情報取扱特記事項か

ら削除しないものとする。なお、当該規定を削除する必要がある場合は、法務文書課県

政情報公開係と協議すること。 
  ３ 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は記載事項を変更しようとす

る場合は、法務文書課県政情報公開係と協議すること。 


